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議会改革推進会議会議録 

 

１ 開催日時  平成３０年８月１７日（金） 午後２時２５分～午後２時３０分 

２ 開催場所  議場 

３ 出席議員  会 長 西 川 憲 行 

        副 会 長 岡 本 公 秀 

                 今 岡 翔 平   髙 島   真  新   秀 隆 

                 尾 崎 邦 洋   福 沢 美由紀  森   美和子 

                 鈴 木 達 夫   伊 藤 彦太郎  宮 崎 勝 郎 

                 前 田 耕 一   中 村 嘉 孝  前 田   稔 

                 服 部 孝 規   小 坂 直 親  櫻 井 清 蔵 

４ 欠席議員  なし 

５ 事 務 局  事 務 局 長  草 川 博 昭    議事調査課長  渡 邉 靖 文 

        水 越 いづみ  髙 野 利 人 

６ 案 件  １．機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について 

        ２．その他 

７ 経 過  次のとおり 
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午後２時２５分  開 会 

○会長（西川憲行君） ただいまから議会改革推進会議を開会いたします。 

 本日の議題は、機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方についてでございます。 

 この課題については、議長、副議長及び常任委員会委員の任期について、議員定数が１８名になっ

たことで議長、副議長、委員長、副委員長経験者がふえてきていることから、任期を１年から２年に

改めてみてはどうかということで議論を重ねてまいりました。 

 そして、まず、議長、副議長の任期から議論を始め、昨年の１０月の議会改革推進会議において、

着手中の課題ということでご報告もさせていただいておりますが、検討部会としては、改選後から議

長の任期については２年、副議長の任期については１年ということで意見をまとめ、代表者会議でも

確認をいただいております。その後、委員の任期については、委員会の数にも関係してくることから

構成も含めて議論を行い、定数１８名の他市の状況を調査するとともに、現在の委員会の状況につい

て、４月からの組織、機構改革も踏まえ検証してきましたが、検討部会としては、現状の委員会運営

において特に不都合が生じていないとの判断から、現行どおり３委員会、委員の任期１年ということ

で意見をまとめていただきました。 

 そのようなことから、改選後の議長の任期については申し合わせで２年、副議長は１年とし、委員

の任期については現行どおり条例で１年ということで、この場で皆様にご確認いただきたいと思いま

す。 

 このことについて、ご意見等がございましたら順次発言をお願いします。 

 伊藤議員。 

○議員（伊藤彦太郎君） 議長の任期を申し合わせで２年にするという話があるんですけれども、こ

の辺は前から聞いていたんですけれども、個人的には議長はそもそも４年任期ということでしたもの

で、別に異論はないんですけれども、ただ、これまでいろいろなお話を聞いていると、自分のところ

の状況じゃあとてもやないけど、家の都合とかで自分は今は議長は無理やとかそんな話も聞いたりも

していたんですけれども、その話の中で、２年になるとご自分のところの状況とかいろんな状況によ

ってできやんという状況が議長任期中に発生する事案というのは結構出てくるんかなという気も今ま

で以上にするんですけれども、例えばそういった場合とかに、申し合わせであるけれども１年で辞職

させてもらうみたいな、もうやめたい人は１年でやめたらええやないかという話も、今までも多少あ

ったとは思うんですけれども、その辺はどうだったんでしょうか。 

○会長（西川憲行君） 部会長。 

○議員（服部孝規君） いろんな意見が出された中の一つとして、人によっては２年間は難しい状況

が出てくる可能性もあると。そういうときには１年たった時点で、例えば辞表を、あくまでも辞表が

出て初めて本会議で承認をするという形をとりますので、議長自身が辞表を出されたら、それはやっ

ぱり議会に諮ると。それで議会で承認されれば、辞任が認められるという形になるんだろうと。だか

ら、２年だから何としても２年やらないかんという話でもないということですね。それは今のルール

でもそういう形になっておりますので、そんな形になるんかなと思います。 

○会長（西川憲行君） 伊藤議員。 

○議員（伊藤彦太郎君） ２年ということであるんですけど、２年を待たずしてやめられた場合、例

えば１年でやめた場合、その残り、残任期間になるのか、１年になるのか、次の議長さんは。それか
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２年されて、その２年後もう一回、言ってみれば残り１年ですよね、そうなるのか、その辺はどうな

んでしょうか。 

○会長（西川憲行君） 現行のルールでいけば残任期間になるんだろうとは思うんですけれども、基

本的には、やっぱり２年やるといって議長になった以上は、できれば２年続けていただくのが原則だ

とは思いますので、伊藤議員がおっしゃられるのはもう重々わかりますけれども、本来であれば、議

長になるというのは立候補制ですので、立候補される以上はやっぱり２年やるという覚悟でもってや

ってもらうのが原則ではないかと思います。 

○議員（伊藤彦太郎君） 残任期間ということですね。 

○会長（西川憲行君） そうですね。はい。 

 ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○会長（西川憲行君） なければ、改選後の議長の任期については申し合わせで２年、副議長は１年

とし、委員の任期については現行どおり条例で１年としたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、その他の項でございますが、次回の議会改革推進会議は、１０月１０日の全員協議会終了後

に開催させていただき、１年間の議会改革のまとめを行いたいと思います。 

 本日の案件は以上でございますが、ほかに何かございますか。 

（発言する者なし） 

○会長（西川憲行君） なければ、以上で議会改革推進会議を閉会いたします。ありがとうございま

した。 

午後２時３０分  閉 会 
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         会長  西 川 憲 行 

 


